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様式3)
事務所等写真(町内に本社又は営業所等がある業者は必ず提出)
事務所内部写真⓵
事務所内部写真②　

※権限を委任する営業所が町内に存する場合、建設業法第 40 条の 3 の規定に基づく帳簿が確認できる写真を必ず添付。
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